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１．上位・関連計画等の整理 

(1) 市関連計画 

◆国土利用計画島田市計画 

計画名（策定主体） 国土利用計画島田市計画 

策 定 年 月 平成29年度（平成30年３月） 

目 標 年 度 令和７年度 

≪土地利用の基本理念≫ 

 豊かな緑や水辺環境を良好に維持し続け、大井川の川越しをはじめとする由緒ある歴史と地域が持つ固有の文化が

もたらす個性と魅力を活かしながら、公共の福祉に配慮しつつ、奥ゆかしさとにぎわいの調和がとれた土地利用を図る。 

≪土地利用の基本方針≫ 

１.大規模災害に備えた安全な土地利用 

・大規模自然災害に対応し、河川整備の推進や農地、森林の保全等による機能向上に努め、人命の保護を最

優先に被害を最小化し、迅速な復旧が可能となる災害に強くしなやかさをもった土地利用 

２.活力あふれ持続的な成長を確保する土地利用 

・経済活動を力強く下支えする土地利用 

・居住・福祉・生活文化・市民サービス・交流など、多様な機能性を兼ね備えた土地利用 

・満足度の高い市民生活と効率的な行政経営に資する、コンパクトな都市の形成を目指した土地利用 

３.自然と共生し快適でうるおいのある土地利用 
 
・地域特性と適正規模に配慮した居住環境

の整備により、快適でうるおいのある

土地利用 

４.地域の魅力や個性を活かした土地利用 

・豊かな自然環境、茶畑、固有の歴史・文

化、多彩な産業などの地域の魅力や個性

を活かした土地利用 

５.市民や地域が主体的に参画して進める土

地利用 
 
・土地利用に対する市民意識の啓発を図

り、市民と事業者、行政の協働による土

地利用施策の取組を促進 

・市内の各地域間の交流・連携 

・様々な活動組織の育成を通じ、市民や地

域の主体的な参画によるまちづくり活動

を促進 
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◆第２期島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

計画名（策定主体） 第２期島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～未来創造～ 

策 定 年 月 令和２年３月 

目 標 年 度 令和６年度 

≪基本的な考え方≫ 

○地域経済の持続的な発展  ○人口減少の克服・適応  ○持続可能な暮らしやすいまちづくり 

≪政策の企画・実行にあたっての基本方針≫ 

(1) 市民・事業者・市が連携した取組 

 これまで継承されてきた産業・文化がしっかりと次世代につながり、新たな芽吹きを発展させ、市民がいきいきと住み

続けられる島田を創るため、市民・事業者・市が連携して取り組む 

(2) 島田市の特性と地域課題を踏まえた施策の展開 

 現状や将来の動向に関し必要な分析と研究を行い、地域課題等を踏まえ特性に即した施策を展開する。加えて、市

民生活や経済活動のステージに「デジタルファースト」の概念とその優位性を広め、持続可能な暮らしやすいまちづく

りにつなげる。 

(3) 「まち」「ひと」「しごと」の好循環 

 多様かつ柔軟なアプローチをもって、本市の特性に応じた施策を多角的に展開する。 

(4) その他 

 国が掲げる「まち・ひと・しごと創生に向けた政策５原則」や「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」に沿って関連施策

を展開する。 

 地域課題に基づく適切な政策目標を設定し、それぞれの進捗について、アウトカム指標（結果として住民にもたらされ

た便益）を原則とした「重要行政評価指標（ＫＰＩ）」により検証し、改善する仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を確立する。 

 総合戦略の検証及び見直しについては、住民をはじめ、産官学金労言で構成する組織により、基本的に毎年度、検

証及び見直しを行う。 

≪今後の施策の方向≫ 

■「しごと」：日本で、世界で、稼ぐ産業の創出 

 空港及び IC周辺の整備を進め、官民連携による稼ぐ拠点の形成に取り組む。 

 観光資源を効果的に活用するため、デジタルマーケティング等の積極的導入により滞在に繋がる観光を推進する。ま

た、海外就航先からの外国人観光客を誘客する。 

 持続可能な農林業を推進するため、生産基盤強化や消費拡大、多様な担い手の確保とその育成に取り組む。また、

付加価値を高めることでブランド力の強化による販路拡大を目指し、「稼ぐ農林業」の実現を図る。 

 新たなチャレンジを掲げる事業者の支援を通じて、地域産業の活性化と経営基盤・競争力の強化を図る。 

■島田市に住み、好きになる 

 特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大に向けた取組を推進する。 

 「島田市緑茶化計画」の名のもと、緑茶グリーンを使用したまちづくりを市民と共に進める。 

■「ひと」：希望通り結婚、妊娠、出産し、子どもをまんなかに子育てする 

 若い世代の希望を叶えるため、出逢い力向上のための講座や出逢いの機会づくりを支援する。 

 妊娠、出産に関する正しい知識の普及活動を行うとともに、希望となる妊娠・出産に向けて寄り添って支援する。 

 子どもをまんなかに、子育てを地域全体で支援する子育てしやすいまちづくりに取り組む。 

 学校教育の充実を図るとともに、市への愛着を高める取組や地域力の活用による幅広い年齢層の学習を推進する。 

■「まち」：水と緑に囲まれた持続可能な暮らしやすいまちづくり 

 市民生活の利便性が確保され都市の活力となる賑わいを創出する機能を地域拠点に配し、地域間のネットワーク化

を図る「コンパクト プラス ネットワーク」のまちづくりを推進する。 

 つながりを持って支え合うコミュニティづくりと地域包括ケアシステムの構築を進め、地域共生社会の実現を目指す。 

 通勤・通学、買物や通院の利便性を確保し、持続性の高い公共交通手段の確保・充実を図る。 
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◆島田市都市計画マスタープラン 

計画名（策定主体） 島田市都市計画マスタープラン 

策 定 年 月 平成22年３月（改定：令和２年３月） 

目 標 年 度 令和22年度 

≪都市づくりの基本理念≫ 

○「成長・拡大」から連携・協働による「縮充・持続可能」な都市づくりへの転換 

≪都市の将来像≫ 

○ 大井川がつなぐ コンパクトなまち’S ～連携・協働によるコンパクト・プラス・ネットワークの都市づくり～ 

≪キーワード≫ 

○「コンパクト・プラス・ネットワーク」と「拠点づくり」 

≪現都市計画マスタープラン改定の視点≫ 

１．暮らしやすい都市づくり 

・都市機能や居住を適正に配置し、効率的に利便性を高め、公共交通網の整備や ICTの活用で移動環境の向上

を図る視点 

・道路・橋りょうなどの社会インフラを優先度や老朽化の状況に応じ計画的な整備や適切な維持管理に努め

ることが必要 

・多様化するコミュニティを活用した人と人とのつながりによるあたたかさを感じられるまちづくりが必要 

２．安全・安心な都市づくり 

・地震や水害などの大規模災害に対応するため、治山・治水施設の充実、建物の耐震化、避難所・避難路の

確保などのハード施策及び避難行動強化などのソフト施策との連携による防災・減災の取組の推進することが必要 

３．活力ある都市づくり 

・ICT 関連など今後の成長が期待される企業の積極的誘致や水資源や茶業といった地域特性を活かした産業振

興により、産業の活性化や雇用の創出が求められるほか、雇用形態の多様化、「働き方改革」の推進、情

報通信技術の発達に伴い時間や場所に捉われずに働くことができる環境を整備するなど多様な働き方に対応した

都市づくり 

４．魅力ある都市づくり 

・多くの地域資源をつなぎ磨き上げることで来訪者の増加を図り、地域を活性化するほか、恵まれた広域交

通を活かした来訪者と市民が交流できる新たな拠点の形成が必要 

５．環境と調和した都市づくり 

・本市の特色である豊かな自然環境や広大な茶園などの農業環境を今後も保全していくほか、都市のコンパ

クト化、再生可能エネルギー及び先端技術の活用による省エネルギー化などにより、環境負荷を低減し循

環型都市を形成していく施策の推進が必要 

≪土地利用の方針≫ 

１.自然的土地利用の方針 

無秩序な都市的土地利用の拡大を抑制し、環境負荷が少なく良好な景観を形成するため、身近な緑地・農

地を保全します。 

２.都市的土地利用の方針 

人口減少社会において市民生活の利便性を確保し、持続可能な都市づくりを推進するため、地域の拠点に

居住・医療・福祉・商業・子育て支援・交流などの多様な機能を誘導集約します。 

また、都市機能が集約された地域拠点周辺は、誰もが暮らしやすく、快適な生活環境を整え居住誘導を図

ります。 

① 住宅地 

コンパクトで秩序ある市街地の形成や豊かな居住環境の実現のため、バリアフリーなど既存ストックの

質的向上を図り、まちなか居住を促進します。 

都市機能の拡散を抑制し、効率的な土地利用を図るため、住居系用途地域への居住誘導を促進します。

また、誰もが安心して暮らせる居住環境を確保するため、地域拠点の周辺や災害の危険性が低いエリアへ

の居住誘導を図ります。 
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② 商業・業務地 

島田駅周辺は、本市の中心拠点として、多様な都市機能を誘導することにより、にぎわいの創出を図

り、活力あふれた都市づくりを推進します。 

商業・業務地については、行政や文化、商業及び事業所など多様な都市機能の誘導や高度利用を推進し

ます。また、低・未利用地については、市民・事業者・行政の協働により土地の換地、区画再編などを進

め、都市機能の立地を誘導します。 

中心市街地においては、通勤・通学のしやすさや生活利便性を活かし、空き地・空き家の敷地など低・

未利用地の換地・集約、区画再編などにより、集合住宅や共同住宅などの立地を促進し、まちなか居住を

誘導します。 

 

③ 工業地 

新東名島田金谷インターチェンジ周辺の産業用地については、地区計画に定めた目標の実現に向け計画

的な整備を推進します。 

工場の転出などにより著しく土地利用の変化が見られる地域では、周辺地域への影響などを考慮しなが

ら、用途地域の見直しを検討します。 

≪公共交通の方針≫ 

コンパクト・プラス・ネットワークの都市づくりの実現に向け、誰もが移動しやすい公共交通手段の確保・充実のため、

鉄道、バス・タクシー・ワゴン車両等を活用したデマンド運行など多様かつ適切な手段の組み合わせにより中心拠点等

と拠点周辺を結ぶ持続可能な公共交通網を形成します。また、モーダルコネクトの取り組みにより、鉄道駅やバスの合

流点などを交通結節点として位置付け接続を強化し、乗り継ぎの利便性、快適性とともに、効率性を高めます。 

≪都市施設の方針≫ 

① 道路の方針 

将来都市構造を踏まえ、高規格幹線道路、地域高規格道路、広域幹線道路、地域幹線道路など各路線の

役割を明確化し、コンパクト・プラス・ネットワークを実現する道路ネットワークを形成します。 

将来の自動車交通量、都市づくりの方向性を踏まえ、道路ネットワークを再構築し、優先順位を明らか

にしつつ道路整備を推進します。 

② 公園・緑地の方針 

都市公園法に基づき、街区公園、近隣公園、総合公園、運動公園などに区分し、各公園・緑地の規模や

役割に応じて整備を推進します。また、長期未整備公園について代替施設の有無や代替機能の確保などを

踏まえ見直しを行うとともに、公園のあり方や民間による柔軟な利活用について、市民ニーズを踏まえ検

討します。 

都市のコンパクト化を踏まえ、将来人口推計、代替施設の有無などから優先度を明らかにしつつ、人々

が快適で健康に暮らすことができ、災害に強い都市づくりに寄与する公園・緑地の整備を推進します。 

  ③ 下水道の方針 

   公共下水道、合併処理浄化槽などを組み合わせた適切な処理のあり方を検討します。 

   地方公営企業法を適用し、より安定的な経営を目指します。 

   「公共下水道事業アクションプラン」、「公共下水道ストックマネジメント計画」、「公共下水道経営戦

略」などに基づき、公共下水道の計画的な整備、維持管理を推進します。 
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◆島田市中心市街地活性化基本計画 

計画名（策定主体） 島田市中心市街地活性化基本計画 

策 定 年 月 令和２年３月 

目 標 年 度 令和６年度 

≪中心市街地活性化の方針≫ 

中心市街地のテーマ「まちなかで住み、楽しみ、働く拠点づくり」 

 住む拠点づくりとして、多世代がまちなかで暮らすことのできる居住環境を整備する。楽しむ拠点づくりとして、公園、

道路等の公共空間や既存の都市福利施設等を活用し、魅力ある空間を創出する。働く拠点づくりとして、空き家・空

き店舗を活用して、地域一体となって開業、進出を支援する。 

 

≪基本方針≫ 

(1) 「まちなか暮らしの促進」 

 リノベーションによる空き家や空き店舗等への居住を支援するとともに、多世代が中心市街地で暮らすことのできる環

境づくりを推進する。 

(2) 「過ごしたくなるまちなかづくり」 

 公園、道路等の公共空間や既存の集客施設等を活用し、中心市街地を魅力ある場所としてみがきあげ、人が街中で

時間を使いたくなる空間をつくり、日常的な賑わいを創出する 

(3) 「まちなかの働く場づくり」 

 中心市街地における日常的な稼ぐ力を向上させるため、働く拠点となる店舗、会社等の開業、進出を支援する。 

 

≪実現の方針≫ 

(1) 「リノベーションまちづくり推進事業」による空き家、空き店舗等の活用を推進する。また「大井川左岸旧堤線改良事

業」、「公共交通運行事業」による安全・安心で移動しやすい環境づくりを行う。 

(2) 「公共空間にぎわい創出事業」や「おび通り活用機会創出事業」などにより公共空間を生かしたにぎわい創出事業を

行う。また、「市役所周辺整備事業」、「ぴ～ファイブ音楽施設運営事業」等の中心市街地にある複数の都市福利施

設において、それぞれの特性を生かした事業により利用者の増加を図る。 

(3) 「チャレンジ機会創出事業」、「おび通り活用機会創出事業」、「リノベーションまちづくり推進事業」、「民間による工場

跡地利活用の支援」により開業、進出希望を発掘し、「起業創業コーディネート事業」、「産業支援センター事業」等に

より事業者の支援を図りながら、空き家、空き店舗等の活用を行う。 

 

≪基本方針に基づく３つの目標≫ 

■「中心市街地の居住人口の増加」 【目標指標】居住人口（社会増）（人） 

 空き家、空き店舗等を活用したリノベーションまちづくりに取り組むとともに、暮らしやすい環境の整備を行い、居住人

口の増加を目指す。 

■「中心市街地への来街機会の増加」 【目標指標】歩行者（歩行者＋自転車）通行量（人/日） 

 中心市街地に魅力ある空間や人が立ち寄り、滞在したくなる空間をつくり、来街者の増加を目指す 

■「中心市街地の新規雇用者数の増加」 【目標指標】開業・新規雇用者数（人） 

 開業、進出希望者の発掘を行うとともに、空き店舗、空き家等を活用した新規開業者を支援する。また、新規開業予

定者が起業・経営等の相談が行える環境を整え、中心市街地での新規開業、進出の増加を目指す。 
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(2) 静岡県関連計画 

◆静岡県総合計画（静岡県の新ビジョン） 

計画名（策定主体） 静岡県総合計画（静岡県の新ビジョン） 

策 定 年 月 平成 30年３月 

目 標 年 度 令和９年度 

≪基本理念≫ 
【富国有徳の「美しい“ふじのくに”」づくり～静岡県をDreams come true in Japan の拠点に～】 

 

≪基本理念の具体化の方向≫ 
○ 安全・安心な地域づくり 

 世界の人々が憧れる幸せな暮らしの前提となるのは、安全が確保され、安心して生活できること。地震等の自然災

害や、犯罪、交通事故等の様々な危険から、すべての人の生命と財産を守る体制や基盤を整備する、命を守る安

全な地域づくりを進める。 

 今後迎える超高齢社会においても、誰もが生涯を通じて健やかに、安心して暮らせる医療・福祉の充実を図る。 

○ 未来を担う有徳の人づくり 

 社会を構成するのは人である。少子化の進行や労働力人口の減少、技術革新の進展など、環境が大きく変化する

中で本件の豊かさを実現するには、高い志を持って社会に貢献できる自立した「有徳の人」を育成し、すべての

人々が能力を発揮して活躍できる環境を整備することが不可欠である。 

 子どもが健やかに学び育つ社会の形成を進め、地域ぐるみ、社会総がかりでの子育てや教育を推進する。 

 女性や高齢者、障害のある人、外国人等が活躍できる環境の整備や、多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの実

現による働き方改革、次代を担うグローバル人材の育成など、誰もが活躍できる社会の実現を図る。 

○ 豊かな暮らしの実現 

 県民が物心ともに豊かに暮らせることが大切であり、それを支えるのは力強い産業である。本県の多彩で豊富な地

域資源を生かし、先端技術の活用による次世代産業の創出や農林水産業の競争力の強化、生産性の向上を担う

創造的な産業人材の育成など、富をつくる産業の展開を推進する。 

 こうした産業を基礎に、人口減少や高齢化、環境問題など、世界的な課題の克服を図り、住む人にとって誇りとな

り、世界の人々から憧れられるような暮らしを創造し、幸せを実感できる、多彩なライフスタイルの提案を行う。 

○ 魅力の発信と交流の拡大 

 人口減少が進む一方で、外国人観光客は年々増加し、また、2019 年にはラグビーワールドカップ 2019、2020 年に

は東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催されるなど、今後さらなる交流人口の拡大が想定されている。活発な

交流の中で、本県の魅力を幅広く発信し、世界の人々が憧れる地域づくりを進める。 

 世界から見た静岡県という視点に立ち、本県の個性ある地域資源を活用して、“ふじのくに”の魅力向上と発信を図

る。 

 世界クラスの資源を生かした観光交流や地域外交の深化、交流を支える交通ネットワークの充実などにより、世界の

人々との交流の拡大を推進する。 

 

≪政策体系≫ 

安全・安心な地域づくり 
(1) 命を守る安全な地域づくり  

(2) 安心して暮らせる医療・福祉の充実 

未来を担う有徳の人づくり 

(3) 子どもが健やかに学び育つ社会の形成 

(4) 誰もが活躍できる社会の実現 

豊かな暮らしの実現 

(5) 富をつくる産業の展開 

(6) 多彩なライフスタイルの提案 

魅力の発信と交流の拡大 

(7)  “ふじのくに”の魅力の向上と発信 

(8) 世界の人々との交流拡大 
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◆静岡県国土利用計画 

計画名（策定主体） 静岡県国土利用計画第５次 

策 定 年 月 平成29年３月策定・平成30年３月変更 

目 標 年 度 令和８年度 

≪土地利用の基本理念≫ 

・県土が、現在及び将来における県民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動

の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、美しい景観の

保全や自然との共生、災害防止、豊かで快適な県民生活の創造などに配慮し、健康で文化的な生活環境の

確保と県土の均衡ある発展を図る。 

≪平成29年における県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標の地域別の概要≫ 

※「伊豆半島グランドデザイン」（2013年（平成25年）４月）の策定など、近年の新たな動きを踏まえ、沼津市、三島

市、及び函南町は、伊豆半島地域と東部地域に重複している。 

 

○中部地域の措置（中部地域の特性に応じた主な地域政策） 

・中部横断自動車道の開通効果を最大限に発揮し、後背圏産業の国際競争力の向上や地域産業の活性化を図

るため、清水港のコンテナターミナル等を整備 

・高規格幹線道路のＩＣ周辺等においては、富士山静岡空港や清水港、東名高速道路、新東名高速道路など

の「空・海・陸」の交通ネットワークを活かし、農業的土地利用との調整に配慮しつつ、更なる食品関連

産業や物流、成長産業分野等の企業立地を促進 

・東静岡駅周辺では、「文化力の拠点」の形成等により、県都にふさわしい高次都市機能を集積 

・富士山静岡空港周辺では、茶文化振興の拠点である「ふじのくに茶の都ミュージアム」や日本一の茶園景

観等を活かした交流と賑わいのまちづくりを推進するとともに、空港機能の充実と利便性の確保に向けた

空港関連施設の整備や新幹線新駅の実現に向けた取組を進める 

・豊かな資源を活用した６次産業化の拡大など地域の特色ある産業の振興を図る。併せて、農業経営の規模

拡大、生産性の向上を図る産業基盤を整備するほか、林業振興や森林の整備、水産業振興を図る漁港の整

備を進める 

・山梨・長野の両県、関係市町と連携し、中央新幹線の建設を注視しつつ、南アルプスの豊かな自然環境や

希少野生動植物等の保護・保全対策を進めるとともに、エコツーリズムやサイクリングなど、交流人口の

受入環境の整備に取り組む 

・清水港や大井川港へのクルーズ船誘致等も踏まえた施設整備や、清水港を核とした交流拠点の創出に向

け、「清水都心ウォーターフロント地区」における開発や官民連携によるマネジメント体制の構築を推進 

・高規格幹線道路や国道１号バイパス、金谷御前崎連絡道路の整備に加え、高規格幹線道路等と地域を結ぶ

アクセス道路等の整備を推進 

・ゆとりある暮らし空間を提供する住宅地整備を進めるとともに、市町との連携によりサテライトオフィス

等の誘致や居住環境の確保に向け、空き家バンクの充実や光ファイバー網の整備エリアを拡大 

地域名 概ねの地域エリア 

伊豆半島地域 

（７市６町） 

沼津市、熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、 

南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町 

東部地域 

（６市４町） 

沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、 

小山町 

中部地域 

（５市２町） 
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 

西部地域 

（７市１町） 
浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町 
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◆島田市都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

計画名（策定主体） 
島田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（静岡県都市計画区域マスタープラン） 

策 定 年 月 平成28年４月→令和３年改定予定（現在改定中） 

目 標 年 度 令和２年度、令和12年度→令和７年度、令和 17 年度 

≪都市づくりの基本理念≫ 

○都市づくりの理念、将来の都市構造については、令和17年の姿として策定する。また、区域区分、都市施設の整備等に

ついては、令和７年の姿として策定する。 

≪地域ごとの市街地像≫ 

１．住宅地域 

 地区特性を踏まえた密度構成に配慮しながら、土地の有効利用や都市施設の整備、既存ストックの質的向上により

居住誘導を促しコンパクトで秩序ある市街地の形成に努める。 

２．商業・業務地域 

 ＪＲ島田駅周辺の商業系用途地域は、商業・業務機能の再編により、多様な都市的サービスの充実を図り、本区域

のみならず一級河川大井川流域圏の都市拠点として市街地の形成を図る。 

 金谷公民館周辺は、地域拠点として地域住民のための生活利便性を配置する。 

 ＪＲ六合駅周辺地区及び初倉地区については、地域レベルの商業・業務サービス地域として整備を検討する。 

 官民協働による土地の集約、区画再編を推進するとともに、空き地や空き家等の未利用地の活用を促進する。 

３．工業地域 

 一級河川大井川沿いに展開する工業系用途地域は機能強化を目指し、今後も工業地域として位置づけ機能強化

を目指す。 

４．農業地域 

 農用地区域等の優良な農地は、本区域の農業生産の基盤として今後とも農業環境の保全を図る。 

５．集落地域 

 市街地以外の農家住宅と農地が混在する地区及び、計画的に整備された住宅団地は集落地域として位置づけ、

周辺の自然環境との調和を図りつつ、ゆとりある居住環境の形成を図る。 

６．自然保全地域 

 主要な河川は、水と緑の軸として位置づけ、水辺環境の保全のもと、水辺に親しめる憩いの場としての活用を図る。 
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◆島田市ふじのくにフロンティア推進区域（新東名島田金谷 IC周辺地区） 

計画名（策定主体） 新東名島田金谷ＩＣ周辺都市的土地利用推進区域 

策 定 年 月 平成26年５月27日 

目 標 年 度 令和６年度（制度延長予定） 

≪ふじのくにフロンティア推進区域の趣旨≫ 

○防災・減災と地域成長を両立させた魅力ある地域づくりを実

現する“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組の県全域への

拡大に向け、市町の取組や事業の具体化強化のため設置 

○ふじのくにフロンティア推進区域への支援の特例 

 企業の用地取得に対する補助率及び限度額の引上げ 

 市町等が行う工業用地の整備のうち市町が負担する公

共施設整備に対する助成 

 設備投資等を行う中小企業への貸付に対する利子補給 

 事業者が行う豊かな暮らし空間を実現する住宅地整備の

うち、市町が補助する公共施設整備に対する助成 

 開発地周辺農地の農業基盤整備等への支援  

 

≪政策課題と解決策≫ 

○沿岸部企業の移転先用地の確保と交通結節点としての地

の利を活かした有事の際にも対応できる拠点としての活用 

 都市計画用途地域の指定による工業用地の創出及び農業の６次産業化による都市的土地利用を推進する。 

 災害時には、緊急輸送路である新東名高速道路や国道１号からの物資供給拠点・食料供給拠点を創出する。 

≪事業内容≫ 

○有事の際にも活用できる工業団地の整備 

≪推進体制の設置状況及び活動状況≫ 

○庁内にプロジェクトチーム設置  ○まちづくり協議会設置（平成26年８月） 

≪現在の事業進捗状況≫ 

・令和２年11月 島田金谷ＩＣ直近に島田市、大井川農協、大井川鐵道、中日本高速道路の４者連携により賑

わい交流拠点が整備され、令和２年11月、核となる飲食物販複合施設「KADODE OOIGAWA」がオープンした。

併設して大井川鐵道「門出駅」が新規開設されたほか、大井川流域の観光を見据えた案内施設「おおいな

び」も開業した。 

・工業用地としては、令和元年５月に「堤間地区工業用地第１期工区」２区画2.3haの募集が終了し、２事業者

への引き渡しを令和２年９月に完了した。 

・「堤間地区工業用地第２期工区」１区画3.6haについては、造成工事中であり、令和３年に進出事業者を決定

する予定 

・「牛尾山地区工業用地」１区画4.0haについては、令和３年度に進出事業者を募集する予定 

≪経過≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度 
・内陸フロンティア推進区域の区域認定 

・まちづくり構想の策定・土地利用可能性調査の実施 

平成27年度 ・土地利用に係る基本設計、地元調整 

平成28年度 
・農業振興地域の定期変更 

・申請区域内基盤整備工事開始 

平成29年度 ・都市計画用途地域への指定 

平成30年度 
・賑わい交流拠点設置に関する島田市、ＪＡ大井川、大井川鐵道、NEXCO 中日本と

の４者包括連携協定締結、運営会社を設立 

・「ふじのくにフロンティア推進区域」に名称が変更（静岡県計画変更） 

令和元年度 ・堤間地区工業用地第１期工区 進出事業者が公募により決定 

令和２年度 ・賑わい交流拠点「KADODE OOIGAWA」オープン 
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２．時代潮流の整理 
(1) 概要 

総合計画に示す分野に関わる近年の社会情勢等を整理します。 

 

①人口減少・少子超高齢

社会の進行と止まらな

い東京一極集中 

●人口減少・少子高齢化が進み、労働力の減少や地域活力の低下、年金や医療費

などの社会保障費の増加など社会のさまざまな面での影響が懸念されます。 

●減少傾向とはいえ、依然として東京圏への流入が多い状況です。 

②価値観の多様化とポス

トコロナに向けた価値

観の創造、将来不安へ

の対処 

●性別や世代の価値観の多様化がますます進み、心の豊かさを重視する人が増え

ています。 

●コロナ禍によって根底にある将来への不安を抱く人がより多くなることが見込

まれます。 

③ＳＤＧｓの実現に向け

た取組 

●ＳＤＧｓの理念は地方創生を進める理念にも合致することから国を挙げてその

推進を図ることを目指しています。 

④環境問題への対応 ●脱炭素社会の実現に向けて、日本全体が総力を挙げて取り組むこととしまし

た。また、地球温暖化だけでなく海洋汚染や森林破壊、外来種の侵入など地域

レベルから地球規模のものまで重要な課題として認識する必要があります。 

⑤安全・安心意識の高ま

り 

●南海トラフ巨大地震や台風など、大規模な自然災害に対して想定外を想定する

危機管理意識とリスク対処意識が求められています。 

●身近に発生している凶悪犯罪への危機意識が高まっています。 

⑥惹きつける個性を生か

した際立つ魅力づくり 

●地域や地域の人々と多様に関わりを持つ「関係人口」の概念が生まれました。 

●地域が持つ資源による魅力アップを目指すだけでなく、様々な視点で関わり合

いを持つ人を増やしながら相乗効果による定住人口増につなげることに加えま

ちづくりへの新たなアイデア・魅力創造に生かそうという動きが加速していま

す。 

⑦教育や子育てに関する

関心の高まり 

●子どもの学力低下などが社会問題化しており、いじめや不登校などの対応も急

務です。 

⑧地域経済を取り巻く環

境の変化 

●経済のグローバル化が進み経済活動の機会が拡大する一方、経済活動における

国際間・地域間の競争は一層激しさを増しています。 

●非正規雇用や外国人労働力の増加雇用形態が多様化し、賃金格差の拡大なども

社会問題化しています。 

⑨社会資本の老朽化 ●日本全国で大量に整備された道路、河川、下水道、港湾等の社会資本における

老朽化が同時に進んでおり、メンテナンスサイクルなどの検討が求められてい

ます。 

⑩様々な連携による行政

経営の方向性 

 

 

⑪住民参画・協働意識の

高まり 

●生活圏や経済圏を一つにする地方公共団体の連携協力による既存の枠組みを超

えた方向性を目指す動きが色濃くなっています。 

●多様な主体が提供する新たなサービスを地域課題の解決に活用していくことが

考えられます。 

●ＩＣＴの活用など新たな住民参画の手法が検討されています。 

●ＮＰＯなど市民団体の活動は年々増加しており、その活動内容も多岐にわたっ

ています。 

⑫デジタル化の進展、

Society5.0社会の実

現 

 

⑬コンパクト・プラス・

ネットワークの推進 

●デジタルトランスフォーメーションを旗印に、令和２年９月にはデジタル庁を

設置して急速なデジタル化を掲げています。 

●仮想空間と現実空間が融合し、経済発展と社会的課題を解決を両立した人間中

心の社会を目指す Society5.0の実現を掲げています。 

●複数の拠点間を公共交通やＩＣＴなどの活用により、人、物、情報、コミュニ

ティが効果的に機能するようネットワーク化を図る「コンパクト・プラス・ネ

ットワーク」の都市づくりが求められています。 
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(2) 時代潮流について 

① 人口減少・少子超高齢社会の進行と止まらない東京一極集中 

国立社会保障・人口問題研究所の平成27年国勢調査結果（１億2,709万人）を基とした平

成29年推計におけるわが国の総人口の見込みは、令和22年（2040年）の１億1,092万人を

経て、令和35年（2053年）には１億人を割って9,924万人となり、令和47年（2065年）

には8,808万人になると推計しています。また、少子超高齢化が一層進行し、生産年齢人口

については、平成27年の60.8％から減少を続け、平成29年に60％を割り令和47年（2065

年）には51.4％となると見込まれています。 

住民基本台帳に基づく人口動態調査による実態数値では、日本人の人口は令和２年１月１

日現在で、１億2,427万1,318人で、前年から50万5,046人減り、減少幅は1968年の調査

開始以降過去最大、かつ11年連続で減っています。一方、外国人は7.5％増えて過去最多の

286万6,715人となりました。 

その内訳となる社会動態に関して、日本人が増えた都道府県は東京都、神奈川県、沖縄県

の３都県のみで、減少傾向にあるとはいえ依然として東京圏への流入が多い状況にあります。 

こうした人口減少や少子超高齢社会の進展により、労働力の減少や地域活力の低下、年金

や医療費といった社会保障費の増加など、社会のさまざまな面での影響が懸念されます。ま

た、ひとり暮らしの高齢者や核家族世帯の増加など、世帯構成にも変化がみられ、介護や子

育てなどの生活不安を増大させています。 

 

② 価値観の多様化とポストコロナに向けた価値観の創造、将来不安への対処 

令和元年６月に実施した「国民生活に関する世論調査」の結果において、『望むものは

「心の豊かさか、物の豊かさか」』の質問に、心の豊かさを望む声が約 62％と高く、ここ

数年の数値の動きに変化は見られません。 

また、「貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたいと思うか、それとも毎日の生

活を充実させて楽しむことに力を入れたいと思うか」を聞いたところ、「貯蓄や投資など

将来に備える」と答えた者の割合が 32.9％、「毎日の生活を充実させて楽しむ」と答えた

者の割合が 59.2％と、こちらも、ここ数年大きな変化が見られません。 

しかし、「生活はこれから先どうなっていくと思うか」を聞いたところ、「良くなって

いく」と答えた者の割合が 9.0％、「同じようなもの」と答えた者の割合が 62.3％、「悪

くなっていく」と答えた者の割合が 26.9％となり、前回１年前の調査結果と比較すると、

「同じようなもの」（64.4％→62.3％）と答えた者の割合が低下し、「悪くなっていく」

（23.7％→26.9％）と答えた者の割合が上昇しています。 

一方、このコロナ禍で「これまで価値がある」とされたものが見直されています。 既存

の価値から新しい価値へのシフト、つまりニューノーマルが新型コロナウイルス感染拡大

によって進んでいます。 

働き方、教育、消費行動、観光をはじめ、日常生活を取り巻く環境は大きく転換し、

人々の価値観が変化したことで新しい生活様式への行動変容が求められています。 

性別や世代の価値観の多様化がますます進み、家族との交流や自然とのふれあい、健康

志向の高まりなどの心の豊かさを重視する人は増えてきます。加えて、このコロナ禍によ

って根底にある将来への不安を抱く人がより多くなることが見込まれ、今後も市民の多様

なニーズに応えられるよう、きめ細かな対応が必要となってきます。 

 

③ ＳＤＧｓの実現に向けた取組 

2015年９月に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包
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摂性のある社会の実現のための国際目標として、17の目標と169のターゲットが掲げられま

した。 

SDGｓの理念は地方創生を進める理念にも合致することから、国を挙げてその推進を図る

ことを目指しています。また、民間レベルではこのSDGｓの理念を踏まえて事業活動への紐

づけが進んでいます。 

自治体レベルにおいては、市民への普及啓発、描く未来のための行動を起こす力の育成が

求められています。 

 

④ 環境問題への対応 

令和２年10月26日、第203回臨時国会において菅総理が「2050年カーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲

げ、グリーン社会の実現に最大限注力し、2050年までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする目標を掲げています。また、グリーン投資の更なる普及を進めるとともに脱炭素

社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、日本全体が総力を挙

げて取り組むこととしました。 

環境問題は地球温暖化への対応だけではない。海洋汚染を深刻な問題とした「マイクロプ

ラスチック」や森林破壊、外来種の侵入など、地域レベルから地球規模のものまで重要な課

題として認識する必要があります。 

 

⑤ 安全・安心意識の高まり 

平成28年４月に発生した熊本地震では、数週間にわたり大きな揺れが続き、多くの住民

が長期間にわたる避難所生活を余儀なくされました。 

私たちには2011年３月11日の東日本大震災の記憶、そして福島第一原子力発電所の事故

の怖さが10年経過した今でもはっきりと残っています。今後、南海トラフ巨大地震などと

いった巨大地震が高い確率で発生すると発表されており、想定外を想定する危機管理意識と

リスク対処意識が求められています。 

また、近年、日本各地で台風や大雨による大規模な水害による被害が発生し、人命や農作

物に大きな影響をもたらしています。これまで経験したことのない災害に対する警戒と被害

を軽減する基盤整備が必要です。併せて、流域に関わるあらゆる関係者が協働して治水対策

に取り組む「流域治水」の取組が必要です。 

また、地域レベルでは、高齢者や子どもが被害者となる凶悪犯罪や振り込め詐欺なども多

く発生するなど、身近な地域における犯罪への不安が増大しており、日常生活のさまざまな

面で安全・安心の確保が強く求められています。 

 

⑥ 惹きつける個性を生かした際立つ魅力づくり 

移住する「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と

多様に関わりを持つ「関係人口」の概念が生まれ、その施策の充実への注目が集まっていま

す。 

コロナ禍の影響によるインバウンドの回復が見込めない中で、その地域が持つ資源による

魅力アップを目指すだけでなく、例えばリノベーションによるまち中心部への誘導など様々

な視点で関わり合いを持つ人々を増やしながら相乗効果による定住人口増につなげることに

加え、まちづくりへの新たなアイデア・新たな魅力創造に生かしていこうとする動きが加速

しています。 
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また、その手法として、民間、公共、NPO、地域といった様々な主体との連携でまちづく

りを進めていく気運が高まっています。 

 

⑦ 教育や子育てに対する関心の高まり 

近年、子どもの学力の低下などが社会問題化しており、いじめや不登校などの問題につい

ても、急務の課題としてその対応が求められています。こうした背景を踏まえ、教育基本法

の改正や新教育指導要領の実施など、教育改革の取組が進められています。核家族化や少子

化、地域コミュニティの希薄化など、子どもを取り巻く家庭や地域環境の変化が、家庭や地

域の教育力の低下の大きな原因となっていることに加え、子ども同士のふれあいの減少によ

り自主性や社会性が育ちにくいといった影響も懸念されています。 

学校における教育環境の充実をさらに進めるとともに、家庭や地域の教育力の再生に向け、

子どもや地域の実態等を踏まえ、地域における教育体制づくりや、子ども自身が健やかに育

っていける社会、子育てに喜びや楽しみを持ち安心して子どもを産み育てることができる社

会を形成していくことが求められています。 

 

⑧ 地域経済を取り巻く環境の変化 

経済のグローバル化が進み経済活動の機会が拡大する一方、東アジア各地域の急速な経済

成長の影響なども受け、経済活動における国際間・地域間の競争は激しさを増しています。 

平成20(2008)年の世界同時不況により、日本の経済情勢は大きな打撃を受けました。平

成24年12月からは安倍政権による「アベノミクス」が始まり、金融緩和や経済対策予算の

計上などによる企業の成長戦略が進められてきました。 

労働環境では、非正規雇用や外国人労働力の増加など雇用形態が多様化し、賃金格差の拡

大なども社会問題になっています。また、団塊の世代の大量退職により労働力人口が減少す

る中、65歳までの雇用延長や長期に働く有期雇用者の無期雇用への義務付け、女性が働き

やすい環境の整備など雇用の安定確保に向けた議論が深まっています。 

 

⑨ 社会資本の老朽化 

社会経済情勢が成長期から成熟期へと変化しているなかで、高度成長期に日本全国で大量

に整備された道路、河川、下水道、港湾等の社会資本における老朽化が同時に進行していま

す。これを受けて、国土交通省では平成25(2013)年に「インフラ長寿命化基本計画」を策

定し、メンテナンスサイクル及びその体制の構築の必要性が掲げられています。今後は、自

治体内でも社会資本ストックの計画的な改善が求められています。 

■建設後50年以上経過する社会資本の割合 

 Ｈ25年3月 Ｈ35年3月 Ｈ45年3月 

道路橋 

［約15万7千橋（橋長2ｍ以上、約70万）］ 
約18％ 約43％ 約67％ 

河川管理施設※（水門等） 

（［約１万施設］ 
約25％ 約43％ 約64％ 

下水道管きょ 

［総延長：約45万ｋｍ］ 
約2％ 約9％ 約24％ 

※設置年が不明な施設は50年以上経過した施設として整理 

 資料 国土交通省作成「社会資本の老朽化の現状と将来予測」 



- 14 - 

 

⑩ 様々な連携による行政経営の方向性 

生活圏や経済圏を一つにする地方公共団体の連携・協力による行政課題へ対応し、業務の

共同化や円滑化を目指す、既存の行政の枠組みを超えた方向性を目指す動きが色濃くなって

きています。また、都市部に遍在する技術職・専門職といった専門人材を活用し、専門性が

求められる行政サービスを提供し続けられるようにする動きも見えるようになってきました。 

加えて、組織の枠を越えた連携、すなわち公共私による課題解決が地方行政の諸課題に対

応できうる方策として国が、例えば、小中学校単位に意識的に地域力を醸成する重要性や地

域の多様な住民が参画できる開かれた地域づくりの必要性を示しています。さらに、ソーシ

ャルビジネスやシェアリングエコノミー、地域の住民・企業・行政に関するビックデータを

活用したサービスなど、多様な主体が従来になかった形で提供する新たなサービスを地域課

題の解決に活用していくことが考えられています。 
 

⑪ 住民参画・協働意識の高まり 

財政状況等の行政情報の公開の徹底やパブリックコメント制度等の導入、行政への住民参

加・参画の制度は、現在ほとんどの地方自治体で実施されています。近年では都市部を中心

に、ＩＣＴを活用した住民参画も導入されはじめており、地域単位のコミュニティに加え、

それぞれの住民が関心のあるテーマごとに複層的なコミュニティの形成が期待されています。 

住民のボランティアやＮＰＯ活動、コミュニティ活動は、保健・医療、社会教育、子ども

の健全育成などを中心に年々増加しており、活動内容も多岐にわたっています。地域の活力

向上のためには、こうした一人ひとりの力を発揮した住民参画を一層進め、地域のあらゆる

情報を共有し、誇りと愛着、パートナーシップを深めることが求められています。 
 

■ＮＰＯ法人の活動分野別法人数（上位５位のみ表示 複数回答） 

活動種類 法人数 

保健・医療又は福祉の増進を図る活動 29,853 

社会教育の推進を図る活動 24,436 

連絡、助言又は援助の活動 23,850 

子どもの健全育成を図る活動 23,087 

まちづくりの推進を図る活動 22,415 

資料：内閣府 NPO ホームページ活動分野別認証数（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 

⑫ デジタル化の進展、Society5.0社会の実現 

高度な情報通信技術と交通網の発達により「人」「もの」「情報」のスピード感ある流動

化が進んでいるが、世界と比較すると日本の状況が遅れていることがこのコロナ禍で明確と

なりました。例えば、平成27年10月から行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正

な社会の実現を目的にマイナンバー制度が開始されたが、その普及の遅れが見られます。 

国もデジタルトランスフォーメーションを旗印に、令和２年９月にはデジタル庁を設置し

て急速なデジタル化を進めることを掲げています。こうした社会システムの急速な転換に迅

速に対応できない情報弱者への支援、地域による情報格差の発生が課題とされています。 

同時に国は、新たな社会像としてSociety5.0の実現を掲げ、仮想空間と現実空間を融合し、

経済発展と社会的課題の解決を両立した人間中心の社会を目指すことを提唱しました。 

そのような中で、ＩＣＴ等の先端技術やデータをあらゆる分野で活用してデジタルトラン

スフォーメーションを推進し、安心・快適・便利で豊かな暮らしを実現するスマートシティ
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の形成が求められています。 

一方で、ＡＩやロボット技術の発達が前提にある中、人の仕事がとってかわり、人の活動

の変化が生まれることを不安視する声もあります。 

 

⑬ コンパクト・プラス・ネットワークの推進 

人口減少・超高齢社会が進行する中で「縮充・持続可能」な都市づくりへ転換していくた

めに、都市機能（医療・福祉・商業・子育て支援施設など）を地域の拠点に誘導するととも

に、その周辺に居住を誘導し人口密度を維持向上させることが重要です。 

複数の拠点間を公共交通やＩＣＴなどの活用により、人、物、情報、コミュニティが効果

的に機能するようネットワーク化を図る「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づく

りが求められています。 
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３．島田市の現状及び都市比較 

島田市の人口、産業動向を中心に総合計画分野の主要事項にかかる各種統計資料や文献等

の把握・整理により市の現状等を把握します。 

 

(1) 人口等の状況 
 

①人口・世帯 

 

●市の全体的な動向として、人口減少が進んでいます。 

●地区別では、六合地区・初倉地区以外の４地区で人口減少が進んで

います。また、全ての地区で一世帯当たり人数が減少しています。 

②年齢別人口 ●少子高齢化が見られ、特に０～20歳代の若い世代が少なくなってい

ます。 

●全体では、70～74歳の人口が最も多くなっています。 

③人口動態 ●自然動態、社会動態いずれも減少傾向を示してきましたが、平成30

年度、令和元年度と社会動態がプラスとなっています。 

●出生数のゆるやかな減少、死亡者数は年ごとに増減はありますが緩

やかな上昇を示しています。 

④人口流動 ●流出超過で、特に通勤者の流出が多くなっています。 

●市町別にみると、藤枝市、静岡市、焼津市、牧之原市、吉田町の周

辺市町への流出・流入が特に多くなっています。 
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① 人口・世帯 

1) 人口の推移 

住民基本台帳を基にした「島田市の人口・世帯」によると、平成23年から人口は減少傾

向にあり、毎年500人前後の減少がみられます。 

性別ごとにみると、男女ほぼ同じ幅で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 世帯数と一世帯当たり人数 

市内では人口減少している一方、世帯数は年々増加しています。また、一世帯当たり人

数は年々減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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3) 地区別人口推移 

 

【旧島田地区】 

島田市内で最も人口の多い地区ですが、総人口は減少傾向にあります。世帯数は増加し

ている一方で、一世帯当たり人数は減少しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ※各年12月31日現在 

 資料： 島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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【六合地区】 

初倉地区と並び人口が増加している地区で、令和２年については大きく人口が増加しま

した。ただし、一世帯当たり人数が減少傾向にあることから、単身居住者も増加傾向にあ

ると考えられます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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【伊久身・大長地区】 

人口は６年通じて減少傾向にあります。世帯数は平成25年までは増加していましたが、

それ以降減少をたどっています。 

一世帯当たり人数は一貫して減少傾向にありますが、市内６地区では最も大きな値です。 

 

  

 

 

 

  

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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【初倉地区】 

年ごとに人口の増減はありますが、総じて増加傾向にあります。 

世帯数も増加する一方、一世帯当たり人数が減少しており、世帯の単独化が進行してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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【金谷地区】 

総人口が６年間で1,100人減少し、市内で最も減少しています。 

世帯数は６年間で約260世帯増加しており、自然減の影響が大きいものと考えられます。 

 

  

 

 

 

 

  

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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【川根地区】 

毎年度の男女の人口減少幅がほぼ同一を示しています。 

世帯数は、市内で唯一継続して減少傾向にあり、一世帯当たり人数も減少していること

から、社会減少の影響が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

  

※各年12月31日現在 

 資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

(人) (人) 

(人) 
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② 年齢別人口 

人口ピラミッドは年少人口が少なく高齢人口が多い「つぼ型」で、かつ参考に掲載した平

成27年の状況と比較すると少子高齢化が進んでいることがわかります。 

年齢別にみると、男女共に70～74歳の人口が最も多くなっています。また、０～４歳、20

～29歳人口が全体と比較して少なく、子どもや若い世代が減少していますが、30歳～39歳の

人口が増えていることから、子育て世代の流入があることが見えてきます。 

男女別にみると、年少人口～生産年齢人口まではほとんどの年代で男性の人数が女性の人

数を上回っています。65歳以上の高齢人口になると、ほぼ全ての年代で女性の人数が男性の

人数を上回り、75歳以上では女性の人数が男性の約1.5倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

資料：島田市市民課「島田市の人口・世帯」 

◆令和２年12月末現在年齢別人口 

(人) 

(人) 

(人) 

(人) 
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③ 人口動態 

島田市統計書によると、1995年以降、総人口の減少が続いています。 

自然動態については、出生数が減少傾向、死亡数が増減を繰り返しており、総じて自然減

が増加傾向にある中で年度によってばらつきがみられます。 

社会動態は、一定して転出数が転入数を上回っていましたが、平成30年以降、転入数は増

加傾向にありプラス域となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※各年１月１日～12月31日 

 資料：島田市「島田市統計書」（令和２年度） 

(人) 
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④ 人口流動 

国勢調査によると、平成27年における流出人口は21,565人、流入人口は14,743人で、流

出超過となっています。平成22年と比較すると、流出人口は「通勤者」が355人増加し、

「通学者」が156人減少しています。流入人口は、「通勤者」が726人増加し、「通学者」

が123人減少しています。 

昼間人口指数は平成17年、平成22年、平成27年といずれも100を割っており、10年間で

1.1ポイント減少しています。 

市町別にみると、藤枝市への流出・流入がいずれも最も多くなっています。そのほか、し

ずおか中部連携中枢都市圏内への流出入が多い状況です。 

 

■流出入状況及び昼夜間人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料： 総務省「国勢調査」（平成17年度、平成22年度、平成27年度） 
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※参考資料 島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの予測と目標 

 ●国勢調査に基づき、国立社会保障・人口問題研究所が推計した島田市の人口予測 

 

 ●島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンによる人口目標 
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人 

【2060 年の目標人口…８万人】 

 若い世代の就労・出産・子育ての希望を実現し、合計特殊出生率を2040年（令和22年）

に2.07、社会移動を2020年ごろに均衡させ、更なる合計特殊出生率や転入超過、長寿によ

る人口増加をめざして、2060年の目標人口を「８万人」とする。 
 

※出典 島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（令和元年度改訂版） 

 

 

 

※出典 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年）推計」 
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(2) 土地利用等の状況 
 

① 地目別土地利用 

 

●山林が土地利用の半分近くを占めています。おおまかな動向とし

て、規模は少ないながらも山林面積が減って雑種地とその他（道

路敷ほか）の増加が見られ、宅地や田・畑はほぼ横ばいとなって

います。 

② 市街地整備・開

発等の動向 

●開発行為許可状況は、平成25年度からの件数減少傾向を継続して

います。 

●新規の土地区画整理事業、市街地再開発事業はここ数年実施され

ていません。 

●大規模建築物等の届け出状況は、平成26年度以前に20件程度で推

移していたものが、平成27年度以降減少しています。 

●新設住宅戸数は平成26年以降、全体として緩やかな減少傾向にあ

りましたが、平成30年から再び上昇傾向に転じています。引き続

き、持ち家は各年70％以上と高い水準を示しています。 

③交通基盤等の状況 ●広域公共交通の拠点は市域の南側に集中し、新東名高速道路や東

名高速道路、国道１号、東海道本線など、関東圏・中京圏をつな

ぐ交通網が横断しています。また、南北には国道473号が御前崎か

ら延び、鉄道網として大井川鐵道大井川本線が通っています。 

●市域北部及び市内南部等の公共交通の補完として、ＪＲ及び大井

川鐵道の駅を拠点にコミュニティバスが通っています。 

●市域南側の富士山静岡空港から国内線・国際線が就航していま

す。島田駅及び金谷駅から直通バスが運行され、アクセスがしや

すくなっています。 
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① 地目別土地利用 

島田市統計書によると、土地の地目別面積は山林が全体の半分近くを占めていますが、山

林面積は年々減少傾向にあり、平成27年から令和元年の間に1.1㎢減少しています。その他、

原野、田、畑など自然的土地利用の減少が見られます。 

宅地もわずかに減少傾向にあり、平成27年から令和元年の間に0.09㎢減っています。 

 

 

 

  

※各年１月１日現在 

※「その他」には、道路敷・堤塘敷・墓地などが該当する 

※税務課「概要調書」（総評価面積＋非課税地籍）に基づく 

 資料：島田市統計書（令和２年度） 

全体面積 315.70km２ 

(㎢) 
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② 市街地整備・開発等の動向 

1) 土地区画整理事業 

令和２年度現在の土地区画整理事業の施行状況は、実施済みが12か所、159.7haであり、

すべて施行済となっています。 

 

■土地区画整理事業施行状況 

区  分 
施行済 施行中 合  計 

個所 面積(ha) 個所 面積(ha) 個所 面積(ha) 

旧都市計画法 － － － － － － 

土
地
区
画
整
理
事
業 

個人・共同施行 － － － － － － 

組合施行  9 102.7 － －  9 102.7 

公共団体施行  3 57.0 － －  3  57.0 

行政庁施行 － － － － － － 

公団施行 － － － － － － 

小  計 12 159.7 － － 12 159.7 

合  計 12 159.7 － － 12 159.7 
 
 ※令和２年３月31日現在 

  資料：島田市都市計画のあらまし（令和元年度版） 
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2) 市街地再開発事業 

市内の市街地再開発事業については、２地区、1.5ha が実施されています。 

 
■市街地再開発事業 

名  称 位  置 面  積 計画決定（変更）事由 

本通五丁目地区 

第一種 

市街地再開発事業 

本通五丁目 0.7ha 決定  昭和52年１月11日 

静岡県告示第23号 

建築面積   3,910㎡ 

延べ面積  20,170㎡ 

建ぺい率      80％ 

容積率       400％ 

主要用途  全て商業店舗 

建築・敷地面積   5,300㎡ 

敷地内空地面積   1,400㎡ 

変更  昭和52年12月27日 

静岡県告示第1016号 

建築面積変更（3,850㎡） 

延べ面積変更（19,530㎡） 

敷地内空地面積変更（1,500㎡） 

変更  平成17年10月28日 

島田市告示第217号 

○名称変更（島田金谷広域都市計画

を島田都市計画、本通り五丁目市

街地再開発事業(第一種)を本通五

丁目地区第一種市街地再開発事業

） 

廃止 平成26年３月24日 

   島田市告示第39号 

本通三丁目地区 

第一種 

市街地再開発事業 

本通三丁目 0.6ha 決定  平成13年10月25日 

島田市告示第138号 

主要用途  店舗･住宅･公共公益施設

･駐車場 

建築敷地面積   約4,100㎡ 

住宅建設の目標   約50戸  

変更  平成17年10月28日 

島田市告示第217号 

○名称変更（島田金谷広域都市計画

を島田都市計画） 

 

  

資料：島田市都市計画のあらまし（令和元年度版） 
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3) 開発行為許可状況 

開発行為許可の状況についてみると、各年度とも件数は10件に満たない状況で、面積は

平成25年度から減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

4) 大規模建築物等の届出状況 

一定規模以上の大規模建築物の届出状況をみると、下表のとおりであり、ここ数年合わ

せて20件以上で推移していたものが、平成29年度以降、件数が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成25年12月以前は島田市景観形成指導要綱（平成25年12月31日廃止）による届出件数 

平成26年１月以降は島田市景観条例（平成26年１月１日施行）による届出件数 

  

資料：島田市都市計画のあらまし 

(㎡） (件) 
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5) 新設住宅戸数 

新設住宅戸数の推移をみると、平成24年～25年にかけて伸びがみられましたが、それ以

降は緩やかな減少傾向を示し、平成30年から再び上昇傾向にあります。 

所有関係別では、いずれの年でも持家が最も多く、全体に占める割合は70％を超えてお

り、県内各市町を比較しても高い割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：静岡県住宅行政概要等（住宅着工統計） 

 

 

  

(戸) (戸) (戸) 
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③ 交通基盤等の状況 

1) 市内都市交通 

本市には市域の南端を東西方向に東名高速道路がとおり、吉田町との市境付近に吉田イ

ンターチェンジが設置されています。市域の中央やや北寄りの東西方向には、新東名高速

道路がとおり島田金谷インターチェンジが設置されています。また、新東名高速道路の南

側には国道１号がとおっています。 

鉄道については、国道１号と東名高速道路の間に東海道本線と東海道新幹線がとおって

います。東海道本線の駅は、島田駅と金谷駅、六合駅の３つを有しています。また、大井

川に沿うようにして南北方向に、大井川鐵道大井川本線が通り、金谷駅、新金谷駅、代官

町駅、日切駅、合格駅、門出駅、神尾駅、福用駅、大和田駅、家山駅、抜里駅、川根温泉

笹間渡駅の12駅が置かれています。 

市内を運行するバスについては、島田市自主運行路線としずてつジャストライン運行路

線があります。 

 

■市内の交通基盤状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※令和２年12月現在 

 ※大井川鐵道大井川本線の駅は一部省略 

  資料：島田市都市計画マスタープラン 

     国土交通省「国土地理院 地理院地図」 

六合駅 
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2) 広域交通網 

東京ICから小牧ICをつなぐ約350㎞の東名高速道路は、当市の南の玄関口となる吉田ICか

ら静岡県東部地域や名古屋方面への車でのアクセスを容易にしています。 

当市の北の玄関口にあたる島田金谷ICから関東圏や中京圏、さらには新名神高速道路を

経由しての関西圏の連携を強化する交通網として位置付けられる新東名高速道路は、平成

24年４月に開通し、現在、御殿場JCT以東の整備が進められています。また、新清水JCTか

らは中部横断自動車道により山梨方面へ、浜松いなさJCTからは三遠南信自動車道により長

野方面へ、それぞれアクセスが可能となっています。 

市域の南端、牧之原市との市境付近に富士山静岡空港が設置され、国内線では札幌（新

千歳・丘珠）、出雲、福岡、北九州、鹿児島、沖縄を、国際線では台湾（台北）や中国

（上海、寧波など）をつないでいます。島田駅からは「しずてつジャストライン」が、金

谷駅・新金谷駅からは「富士山静岡空港㈱」がそれぞれ、富士山静岡空港へのバスを運行

しており、空港へのアクセスが良い地域となっています。 

 

■広域交通網の概要 
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(3) 計画主分野に関する状況 
 

① まちの活力 

 

●就業者数から全体的には減少傾向にあり、特に第２次産業に関わる

従業者の減少が強く表れています。 

●工業については、平成20年と比較して事業所数、従業者数が減少し

ているものの、製造品出荷額等が回復し１事業者当たりあるいは１

従業者当たりの製造品出荷額等は10年前に比べて増加しています 

●商業は工業と同様、１事業者当たりあるいは１従業者当たりの年間

販売額が大きく増加しています。特に、卸売業１事業者当たりの平

成28年の状況は、14年前に比べて1.5倍程度伸びています。 

●年間200万人～300万人程度の観光・レクリエーション客数がありま

したが、総じて減少し平成30年度は200万人を下回りました。 

●農家数は年々減少傾向にあり、現在は25年前の４割以下になってい

ますが、内訳では専業農家数が増えています。 

② 福祉・医療 ●近年、幼稚園児数はやや減少傾向、保育園児数はやや増加傾向にあ

ります。 

●国民年金の受給額は年々増加しており、９割以上が老齢給付となっ

ています。また、介護保険については平成28年度以降、要介護認定

数・介護保険給付費が急速に増加しています。 

●医療従事者は、一定の数が保たれています。 

③ 生活環境 ●ごみの収集量はわずかに減少傾向にあります。 

●救急発生状況はほぼ横ばいとなっています。 

●交通事故発生件数は、総じて減少傾向にあります。 

 

①まちの活力 

1) 産業別就業者 

 国勢調査によると、平成27年10月１日現在の就業者数は51,219人で、産業大分類別に見

ると第３次産業就業者が最も多く、全就業者の56.0％にあたる28,705人となっています。 

 就業者数の内訳として、第３次産業の伸びと比較し、第１次産業と第２次産業は減少が

続いています。 

 

 

  

※各年10月１日現在 資料：国勢調査 

(人) 
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2) 工業 

工業統計調査によると、平成30年時点の事業所数は 315 か所、従業者数は11,335人、製

造品出荷額等は3,621億8,571万円となっています。 

平成20年時の値を1.00として、各年の推移を比較してみると、事業所数及び従業者数は

減少傾向にありますが、製造品出荷額等については回復傾向に向かっており、１事業所当

たり製造品出荷額、１従業者当たり製造品出荷額は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工業の状況 

 

  

※平成23年以外は各年12月31日現在 

※平成23年は、平成24年２月１日に実施した「経済センサス－活動調査」の製造業に関する調査事項にて把握 

※平成27年は、平成28年６月１日現在で実施した「平成 28年経済センサス‐活動調査」の結果にて把握 

 資料：経済産業省「工業統計調査」 
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3) 商業 

＜卸売業＞ 

商業統計調査によると、平成28年時点の卸売業に関する事業所数は165事務所、従業者数

は1,032人、年間販売額は約608億1,600万円となっています。 

平成14年との比較では、１事業所当たり年間販売額及び１従業員当たりの年間販売数

は、大きく伸びています。一方、事業所数と従業者数についてみると平成14年度以降低下

しており、コストを重視した事業効率性の向上が図られていることが要因として挙げられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商業の状況（卸売業）（実数 人・万円） 

 

 

 

  

※各年７月１日現在 

※平成 16年は簡易調査 

 資料：経済産業省「商業統計調査」 



- 39 - 

 

 

 

＜小売業＞ 

平成28年時点の小売業に関する事務所数は770事務所、従業者数は4,912人、年間販売額

は963億5,800万円となっています。 

平成14年と比べると、１事業所当たりの年間販売額及び１従業者当たりの年間販売額は、

業務効率化などの要因により増加を続けています。一方で、事務所数及び従業者数は平成

14年以降、平成26年までの調査結果においていずれも数値を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商業の状況（小売業）（実数 人・万円） 

 

 

 

 

 

 

 

  
※各年７月１日現在 

※平成16年は簡易調査 

 資料：経済産業省「商業統計調査」 



- 40 - 

 

4) 観光 

島田市における観光レクリエーション客数の状況について見ると減少に転じていますが、

宿泊客数は伸びています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：静岡県観光交流の動向（令和元年度） 

(人) 

(人) 
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5) 農業 

農林業センサスによると、平成27年時点の農家数は1,748戸となっています。 

平成27年時点の専業・兼業別の内訳では、第２種兼業農家数が810戸で最も多くなってい

ますが、平成７年（2,693戸）から約70％減少しています。 

一方で、平成７年以降減少傾向にあった専業農家数は平成22年に増加に転じ、平成27年

は平成２年の数値を超えています。 

 

 

 

  

※各年２月１日現在 

 資料：農林水産省「農林業センサス」、島田市統計書 



- 42 - 

② 福祉・医療 

１）幼児教育 

＜幼稚園＞ 

静岡県が毎年実施している学校基本調査によると、令和元年の幼稚園園児数は1,335人と、

平成27年から128人減少しています。 

■幼稚園の園児数及び教員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幼稚園の園児及び教員数（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

＜保育園＞ 

保育園児数についてみると平成25年以降増加に転じ、平成27年と令和元年を比較すると

192人増えています。保育士数も増加傾向にあります。 

■保育園の園児数及び教員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保育園の園児及び教員数（単位：人） 

 

  

※各年５月１日現在 

 資料：静岡県統計調査課「学校基本調査」 

※Ｈ27～Ｈ29は12月 1日現在、Ｈ30以降は10月１日現在の数値で、保育士数の把握を取り止め 

 資料：島田市統計書「社会福祉」 

(人) 

(人) 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R１

保育園児数 1,957 1,998 1,990 2,155 2,149

保育士数 360 375 378 ー ー

園児数/保育士数 5.4 5.3 5.3 ー ー
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2) 高齢・障害者福祉 

＜国民年金＞ 

令和元年度の国民年金受給額は、老齢給付が最も多く209億4,435万円で、その額は年々

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜介護保険＞ 

要介護等認定者は、令和元年度は4,139人と、前年度から123人増加しています。介護給

付金と介護予防給付金の合計も平成28年度に一旦減少しましたが増加傾向にあります。 

 

 

 

  

※各年度３月現在 

 資料：厚生労働省「市区町村別年金給付状況」 

資料：島田市統計書「社会福祉」 

(人) (千円) 

(千円) 
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3) 社会保障 

＜生活保護＞ 

生活扶助保護費は平成25年度以降増加傾向にありますが、平成30年度は１億2,918万３千

円と前年度から502万５千円減少しています。 

生活扶助人員（延）も平成25～29年度までは増加傾向にありましたが、平成30年度は前

年度から５人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆生活扶助支給者数・生活扶助費（単位：人、千円） 

 

 

 

 

 

  

資料：島田市統計書「社会福祉」 

(人) (千円) 
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4) 医療 

＜医療従事者数＞ 

医師数、歯科医師数はほぼ横ばいとなっています。薬剤師数は平成20年度から比較して

僅かに増加がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■医師数・歯科医師数・薬剤師数〈単位：人〉 

 

 

 

 

 

 

 

  

※各年12月31日現在 

 資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

(人) 
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③ 生活環境 

1) 公衆衛生の状況 

＜公害＞ 

公害苦情受理件数は減少傾向にありましたが、平成29年度・平成30年度と件数が増える

傾向にあります。内訳をみると、大気汚染、騒音が増えていることが要因となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：島田市統計書「市民生活」令和２年 

(件) 
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＜ごみ処理＞ 

平成26年度から平成30年度のごみ収集量を種別にみると、燃えるごみが最も多く、平成

30年度は２億0,440万ｔとなっています。年間収集量も減少傾向にある中、燃えないごみ

は平成30年度で647ｔと、平成26年度から125ｔ増えています。 

１日１人当たり収集量は、平成30年度で約0.64kgと、平成26年度以降の５年間で最も

少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ごみ種別収集状況 

 

 

  

※１日１人当たり収集量（kg）＝年間収集量（kg）÷対象人口（人）÷365（日） 

 資料：島田市統計書「市民生活」令和２年 

(ｔ) 
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２）消防・救急 

＜火災発生件数＞ 

令和元年の火災発生件数は31件と、前年から11件増加しました。火災発生件数全体とし

て、平成30年は減少しましたが、毎年30件前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜救急＞ 

救急発生状況をみると、平成30年は出動件数が4,563件で、そのうち、急病が2,941件

と最も多くなっており、次いで一般負傷、交通が多くなっています。出場件数全体は、

4,000件～4,500件前後で推移しています。 

 

 

  

資料：危機管理課「島田市消防本部火災・救急・救助統計」 

資料：危機管理課「消防年報」 
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3) 交通事故 

平成27年から令和元年までの交通事故発生件数（人身事故のみ、管内）の推移をみると、

発生件数は平成23年の897件をピークに、継続して減少傾向にあります。 

発生場所別では、国道、主要地方道、県道以外のその他の道路での発生件数が最も多く、

令和元年では223件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通事故発生件数（人身事故のみ、管内） 

 

 

 

  

資料：島田市統計書「警察・消防」令和元年 

(件) 
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(4) 市財政の状況 

歳入総額は令和元年度で41,792,000千円、歳出総額40,649,000千円となり、重点プロジ

ェクトの進展により歳出・歳入総額の増加傾向が見られます。 

主たる財政指標の状況については、財政力指数はおおよそ0.74～0.76で推移しており低下傾

向にあります。経常収支比率は数値が上昇する傾向にあります。実質公債費比率は改善傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な財政指標の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省（市町村決算カード） 

(千円) 
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(5) 県内他市との比較 

静岡県内市部における「島田市の位置（順位）」を確認します。 

 

① 人口関連 

 

●65歳以上人口の対総人口比は、県内23市中６番目に高くなっていま

す。 

●世帯当たり人員数の多さ（23市中４番目）や、単独世帯の割合が県

内 23市中最も少なくなっています。 

●昼間人口比が93.2％と県内では23市中22番目に低く、周辺他市町へ

の通勤・通学する人の率が高くなっています。 

② 産業関連 ●県内他市と比較して第２次産業事務所数や第２次産業従業者数が多

くなっています。 

●製造品出荷額等及び従業者１人あたり年間商品販売額を見ると、県

内23市の中では、あまり高い水準にありません。 

③ 福祉環境 ●保育所数の対０～５歳児人口比は、県内23市中では中位にありま

す。 

●一般病院数及び一般診療所数の対総人口比は、あまり高い水準では

ありませんが、医師数の対総人口比は県内23市中９番目に高くなっ

ています。 

④ 生活環境関連 ●持家数が県内市町第２位、逆に借家数が第20位と持家数の比率が高

いことがわかります。 

●１住宅あたり延べ面積も県内23市中３番目に広く、持家数が多いこ

とと１世帯人員が多いことが影響していると思われます。 

●非水洗化人口が県内第３位と高く、下水道工事の着手が比較的遅か

ったことが影響しています。 

●ごみの総排出量の対総人口比、ごみのリサイクル率とも県内23市で

中位にあります。 

⑤ 行財政 ●財政力指数は、県内23市中ではあまり高い水準ではありません。 

●歳入決算総額の対総人口比は県内23市中17位で、「地方税」収入の

対歳入決算額比も低い水準にあります。 
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① 人口関連指標 

「15歳未満人口」及び「15～64歳人口」の対総人口比は県内23市中でそれぞれ13番目、18

番目とやや下位にある一方で、「65歳以上人口」は対総人口比で29.4％と県内23市中６番目

と高くなっており、県内の市で少子高齢化が進む地域であるといえます。 

「出生数」の対総人口比は0.71％と、静岡県平均を0.2ポイント上回り、県内23市中10番目

と５年前（2010年）と比較して改善されています。また、「転入者数」の対総人口比は

2.4％で県内23市中20番目、「転出者数」の対総人口比は同じく2.4％で県内23市中23番目と、

低い水準にあり、平成30年（2018年）では「転入者数」が「転出者数」を38人上回り、社会

人口増となりました。県内の多くの市では転出超過が起きている中、熱海市（＋95人）、伊

東市（＋26人）、富士市（＋213人）、焼津市（＋１人）、掛川市（＋324人）、菊川市（＋

149人）が転入超過となっています。 

「１世帯あたり人員」は、2.9人／世帯と県内23市中４番目に多く、「単独世帯数」の対一

般世帯数比は21.2％で県内の市では最も低くなっています。 

「高齢単身世帯数」の対一般世帯数比は8.8％で県内23市中11番目と、比較的高い水準にあ

りますが、静岡県平均（9.8  ）を1.0％下回り、県内で最も高い熱海市（26.8％）とは18.0

ポイントの差があります。 
 

■３年齢区分別人口に関する県内他市との比較 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた 2016」（平成 28年度） 

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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■外国人人口・人口集中地区人口・出生数に関する県内他市との比較 

 
 

 

 

■転入者数・転出者数・昼間人口に関する県内他市との比較 

 
  資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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■世帯等に関する県内他市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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② 産業関連指標 

「第２次産業事務所数」及び「第３次産業事務所数」の対総事務所数比は、それぞれ

26.3％（県内23市中５番目）、73.5％（県内23市中17番目）となっています。「第２次産業

従業者数」及び「第３次産業従業者数」の対総従業者数比はそれぞれ36.2％（県内23市中10

番目）、63.4  （県内23市中14番目）となっています。以上のことからも、島田市は県内で

も比較的第２次産業が多い都市であるといえます。 

「製造品出荷額等」は346,728百万円で、県内23市中15番目と、県内の市ではやや下位にあ

ります。「従業者１人あたり年間商品販売額」は26.4百万円／人と県平均（37.4百万円／人）

を11.0百万円／人下回っています。県内23市で最も高いのは裾野市の117.0百万円／人で、

島田市の4.4倍となっています。 

 

■事業所数に関する県内他市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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■従業者数に関する県内他市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商業に関する県内他市との比較 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた 2016」（平成 28年度） 

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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■就業者に関する県内他市との比較 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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③ 福祉関連指標 

「保育所数」の対０～５歳児人口比は3.2件／1千人と、静岡県の23市内で15番目と下位に

あります。また、保育所在所児数の対保育所数比は105.9人／件で、県の平均値（100.4人／

件）を若干上回っています。県内で最も少ないのは熱海市の64.2人／件で、島田市の概ね６

割程度となっています。これは、熱海市の０～５歳児人口が低いことが関係していると考え

られます。 

「一般病院数」は、対総人口比が0.1件／１万人と、県内では最も少ない数値です。「一般

診療数」も同様に、対総人口比が6.7件／１万人で県内23市中15番目と低い水準にあります。

一方で、医師数の対総人口比は16.2人／１万人で県内23市中11番目と、病院数・診療所数と

比較して高いことから、島田市では一般病院または一般診療所に勤める医師の数が多いと考

えられます。 

 

■保育所及び国民保険に関する県内他市との比較 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 

2015 2015

総人口 ０～５歳人口

実数 実数 実数
対０～５歳人口比

(件/１千人)
順位 実数 順位 実数

対保育所数比
(人/件)

順位 実数 対総人口比 順位

 静岡県 3,700,305 178,484 599 3.4 456 60,128 100.4 854,996 23.1%

 静岡市 704,989 32,040 138 4.3 6 12,473 90.4 17 157,240 22.3% 17

 浜松市 797,980 40,803 110 2.7 21 12,082 109.8 7 172,811 21.7% 20

 沼津市 195,633 7,867 32 4.1 7 2,649 82.8 20 48,877 25.0% 8

 熱海市 37,544 923 6 6.5 2 385 64.2 23 11,602 30.9% 3

 三島市 110,046 5,263 19 3.6 10 1,938 102.0 13 25,122 22.8% 14

 富士宮市 130,770 6,406 23 3.6 11 2,370 103.0 12 31,673 24.2% 9

 伊東市 68,345 2,304 10 4.3 5 826 82.6 21 22,953 33.6% 1

 島田市 98,112 4,738 15 3.2 15 1,589 105.9 11 21,814 22.2% 18

 富士市 248,399 12,001 43 3.6 12 4,202 97.7 16 57,486 23.1% 10

 磐田市 167,210 8,650 24 2.8 18 2,717 113.2 6 38,682 23.1% 11

 焼津市 139,462 6,684 13 1.9 23 1,735 133.5 1 31,675 22.7% 15

 掛川市 114,602 6,213 17 2.7 19 2,048 120.5 4 25,808 22.5% 16

 藤枝市 143,605 7,415 17 2.3 22 1,665 97.9 15 32,855 22.9% 13

 御殿場市 88,078 4,928 18 3.7 9 1,947 108.2 9 17,304 19.6% 23

 袋井市 85,789 5,169 15 2.9 16 1,350 90.0 18 18,488 21.6% 21

 下田市 22,916 759 4 5.3 4 394 98.5 14 7,082 30.9% 2

 裾野市 52,737 3,137 9 2.9 17 988 109.8 8 10,736 20.4% 22

 湖西市 59,789 2,965 8 2.7 20 964 120.5 3 12,963 21.7% 19

 伊豆市 31,317 933 7 7.5 1 564 80.6 22 9,240 29.5% 4

 御前崎市 32,578 1,533 5 3.3 14 537 107.4 10 8,342 25.6% 7

 菊川市 46,763 2,616 10 3.8 8 1,196 119.6 5 10,797 23.1% 12

 伊豆の国市 48,152 2,101 7 3.3 13 857 122.4 2 13,481 28.0% 5

 牧之原市 45,547 2,100 12 5.7 3 1,032 86.0 19 11,928 26.2% 6

2017

国民健康保険被保険者数

2017

保育所入所
待機児童数自治体名

保育所等数

2017 2017

保育所在所児数
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■医療に関する県内他市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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④ 生活環境関連指標 

「持ち家数」及び「借家数」の対居住世帯あり住宅数は、それぞれ77.2％（県内23市中２

番目）、21.9％（県内23市中20番目）となっており、特に持ち家数は県平均（67.0％）を大

幅に上回っています。また、「１住宅あたり延べ面積」は118.87㎡で、県内23市中４番目と

高い水準にあります。これは島田市の「１世帯あたり人員」が2.9人／世帯と、県内で高い位

置にいることも関係していると考えられます。「１世帯あたり人員」が最も多い牧之原市

（3.0人／世帯）は、「１住宅あたり延べ面積」も県内23市で最も多くなっています（125.95

㎡）。 

「ごみの総排出量」の対総人口比は0.33ｔ／人で、県内23市中12番目にあり、静岡県平均

（0.32ｔ）とほぼ同じです。「ごみのリサイクル率」も18.9％で、県内23市中12番目と中位

にあり、県平均（18.1％）と同様です。 

 

■住宅に関する県内他市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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■衛生に関する県内他市との比較 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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⑤ 行財政関連指標 

「財政力指数」は0.75で、県内23市中18番目と下位にあり、最も高い裾野市（1.11）とは

0.36ポイントの差があります。経常収支比率は90.1％（県内23市中５番目）と高い水準にあ

る一方、実質公債費比率は7.4％（県内23市中９番目）と中位にあります。 

「歳入決算総額」の対総人口比は38.6万円／人で、県内23市中17番目にあります。「地方

税」の対歳入決算総額比は38.6％で、県内23市中18番目と低い水準にあり、県平均（47.5％）

を8.9ポイント下回っています。 

 

■行財政に関する県内他市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2020」（令和２年９月） 
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４．まちづくり課題の整理 

(1) 分野別課題 

前項までの社会情勢の整理や市の現状把握（データ）、都市比較等による市の現状・課題

点について、現行計画の政策分野ごとに整理します。 

 

①（安全ですこやかに暮らせるまちづくり） 

【当該分野に含む事項】 

○危機管理・防災・消防 ○健康づくり・地域医療 ○高齢者・介護 ○地域福祉・障害福祉 

 

＜危機管理・防災＞ 

・南海トラフ大地震や台風・豪雨など自然の脅威がもたらす災害に対して、想定外まで想定

した体制が求められます。また、新型コロナウイルスなど未知のウイルスによるパンデミ

ックに対して感染予防対策や備えが必要になります。 

・高齢者や障害者など弱い立場の人を地域・行政がどのように守るかが問われています。地

域全体での防災訓練や防災教育を普及させるとともに、災害時要配慮者を支援することが

重要です。 

・火災発生件数は県内自治体の中で低い件数（順位）を保っています。 

 

＜健康づくり・地域医療＞ 

・医師数の対総人口比は県内 23 市でも比較的多い一方、病院や一般診療所の件数が少ないこ

とから、誰もが安心して医療を受けられる病院の配置、医療体制の見直しなどの検討が求

められます。 

・令和３年５月に開業する島田市立総合医療センターを急性期医療を担う地域の基幹病院と

して、救急医療体制、災害医療体制の維持や医療と介護の連携推進を踏まえた機能向上を

図ることが求められています。 

・国民年金の受給額は年々増加しており、９割以上が老齢給付となっています。 

・お達者度の県内市町ランキングでは上位につけており、引き続き生涯を通じた健康づくり

を進める必要があります。 

 

＜高齢者・介護＞ 

・団塊の世代が後期高齢者となる「2025 年」問題を間近に控え、人口推計から高齢者数や高

齢者単独世帯数の増加が見込まれ、市の支出に占める医療・介護の割合が一層大きくなる

ことが予想されます。医療・介護等の社会保障費の抑制を図るためにも、高齢者のみなら

ず、すべての年代で健康を増進し、健康寿命を延ばす取組が必要です。 

 

＜地域福祉・障害福祉＞ 

・全国的な傾向と同様に生活保護受給者数が年々増加しています。また、仕事や生活に困っ

ている方への支援、全ての子どもたちが夢や希望を持つことができる適切な支援をする必

要があります。 

・障害者雇用率は年々上昇しているものの、民間企業における法定雇用率 2.2％に達していま



- 64 - 

せん。令和３年４月には法定雇用率は 2.3％に引き上げられるため、引き続き障害のある人

が働きやすい環境を確保できるよう働きかけていく必要があります。 

 

②（子育て・教育環境が充実するまちづくり） 

【当該分野に含む事項】 

○子育て ○学校支援・子供支援 ○義務教育 ○社会教育 ○スポーツ活動 

 

＜子育て＞ 

・少子化、核家族化の傾向が進み、共働きの世帯が増えたことで子どもと家族の関係、さら

に子どもと地域の関係が大きく変化しています。 

・既存保育所の定員増加や分園、小規模保育事業所の開設、幼稚園の認定こども園化などに

より、人口規模が同程度の他市と比較すると、保育園の定員は多い傾向にあります。 

・保育士の不足により定員まで受け入れができていない園も出てきています。 

 

＜学校支援・子供支援＞ 

・少子化の進行により年々児童・生徒数が減少しています。適正な人数の中で切磋琢磨でき

るなど子供たちにとってより効果的な教育を行えるよう、学校の適正な規模・配置を目指

す必要があります。 

・家庭のあり方が多様化し、様々な困難、背景を抱えた子供たちが増加していることを踏ま

え、スクールソーシャルワーカー等を活用し児童・生徒一人ひとりに寄り添った支援体制

をつくるとともに、地域と学校の連携、協働体制についても再構築していくことが求めら

れます。 

 

＜義務教育＞ 

・コロナ禍において長期休校や学校行事の中止、縮小など多感な子供たちの心に大きな負荷

がかかっています。学校教育支援員やスクールカウンセラーの配置による子供たちへの十

分な心のケアが必要です。 

・新学習指導要領の全面実施により、小学校からの外国語教育が本格化するとともに、プロ

グラミング教育が必修化されます。国際化や情報化に対応できる教育の充実が求められて

います。 

 

＜社会教育＞ 

・比較的時間に余裕のある高齢者だけでなく、すべての市民が生涯学習を楽しむことができ

る環境をつくる必要があります。 

 

＜スポーツ活動＞ 

・市民の健康づくり・体力づくりのために、スポーツに親しむことができる環境をつくるこ

とが求められています。 

・スポーツ活動が多様化している中で、専門的な知識、高い技術を持った指導者の育成が求

められています。 
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③（地域経済を力強くリードするまちづくり） 

【当該分野に含む事項】 

○地域経済 ○工業 ○商業 ○農業・林業 ○観光 

 

＜地域経済＞ 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で市内経済は停滞し、特に飲食業、宿泊業、観光業

は大きな打撃を受けています。 

・コロナ禍を機にテレワークやワーケーションなど多様な働き方が推進されています。 

 また、市内の商店などでもキャッシュレス決済が普及し始めています。 

・首都圏企業が本社移転を進めるなど地方志向の高まりを契機に、サテライトオフィスやコ

ワーキングスベースの設置が求められています。 

 

＜工業＞ 

・製造品出荷額等や事務所数、従業者数は年々減少傾向にある一方、１事務所当たりの製造

品出荷額及び１従業者当たりの製造品出荷額等は増加しており、各事業所や従業者自身の

技術力や生産効率性の向上が見られています。 

・市内に高速道路ＩＣと空港を有していることから、輸送面での強みを生かした産業振興や

「ふじのくにフロンティア推進区域」への企業誘致の取り組みが重要です。 

・県内他市と比較すると、比較的第２次産業の事務所数及び就業者数が多くなっていますが、

その数は減少傾向にあることから、引き続き雇用拡大や人材育成などの産業基盤の強化に

取り組む必要があります。 

 

＜商業＞ 

・市内卸売業と小売業の事務所数及び従業者数は減少傾向にありますが、卸売業、小売業と

もに１事業者当たりの年間販売額及び１従業者当たり年間販売額は増加しています。 

・多様な地域資源を活用した商品開発のほか、販路拡大や業務連携等を促進する必要があり

ます。 

・中心市街地では定住人口の減少や商店の廃業などにより空き家、空き店舗が増加していま

す。公共空間の新たな活用やリノベーションなど既存ストックの有効活用による、にぎわ

いの創出が求められています。 

 

＜農業・林業＞ 

・高齢化や廃業により担い手が不足し、耕作放棄地が増えています。 

・市内農家総数は最近 25 年で６割以上減少しています。特に市の基幹産業であるお茶は、国

内価格の低迷により生産量及び販売額ともに大幅に減少しています。 

・農地の集約や基盤整備により、生産性・収益性の高い農業者を育てる必要があります。ま

た、農作物の販売方法や加工方法を工夫し、名産品として市内外に発信できるような魅力

づくりを行うことも重要です。 

・林業従事者の減少とともに山林管理が不十分になり、木材の質の低下や土砂災害の発生が

懸念されます。今後も林業従事者の維持・確保に努めるとともに、山林保全への意識向上
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に向けたさらなる取組が求められます。 

 

＜観光＞ 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、他県との往来の自粛や、富士山静岡空港における

国際線の運休など、国内外からの観光誘客が難しい状況となり、観光に関わる産業が大きな

打撃を受けています。 

・本市は固有の歴史・文化資源や特色ある催事、豊かな自然環境に由来する体験など、多様な

地域資源・観光資源を抱えていますが、これらを継続的な消費に繋げる仕組みが構築できて

いません。 

・令和２年度内に策定予定の観光戦略プランに基づき、ターゲットを意識した観光資源のプロ

モーションと商品化、そして流通を促進するため、地域を観光地として経営する推進体制を

形成していく必要があります。 

・大井川流域を軸とした観光振興を図るため、開設した TOURIST INFORMATIONおおいなびを拠

点活用していく必要があります。 

・かわまちづくり支援制度・ミズベリングを活用し、島田市を代表する観光資源である「蓬莱

橋」の両岸を一体的に整備することで施設の利便性を高めるとともに、さらなる魅力の創出

と結びつきを強化し、拠点性を向上させる必要があります。 

・今後の集客イベント等においては、感染症対策を徹底した新たな開催方法を確立させる必要

があります。 

 

④（住みよい生活環境があり、自然とともに生きるまちづくり） 

【当該分野に含む事項】 

○新エネルギー・再生可能エネルギー・低炭素社会・資源循環型社会 ○農地保全・森林環

境・緑化活動 ○水環境 〇住宅・防犯・公共交通・交通安全・消費生活・男女共同参画・

人権 

 

＜新エネルギー・再生可能エネルギー・低炭素社会・資源循環型社会＞ 

・国内外で地球温暖化抑制に向けた取組や制度への採択が行われている一方、平均気温の上

昇は現在も進行しており、その影響と考えられる異常気象や災害も多発しています。 

政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標を掲げ、日本全体で

脱炭素社会への機運が高まっています。当市においても脱炭素社会の実現に向けて、太陽

光やバイオマス、風力等の新エネルギー・再生可能エネルギーのさらなる利活用について、

官民連携した取組が必要となります。 

 

＜農地保全・森林環境・緑化活動＞ 

・市域の６割以上が山林・田・畑などの自然的土地利用となっており、豊かな自然を生かし

た産業や観光業の振興が期待されています。こうした良好な自然が将来にも受け継がれて

いくよう、様々な分野から緑を守る活動に取り組んでいくことが求められます。 

・農地や森林が持つ水源涵ようや地球温暖化防止などの公益的機能の維持・回復を図るため、

農林地を適切に保全管理するとともに、荒廃農地、荒廃森林の再生や管理指導及び間伐な

どの森林施業を促進することで農林地の保全を図っていくことが重要です。 
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＜水環境＞ 

・ＪＲ東海のリニア中央新幹線整備工事による大井川流域の流量減少が懸念されています。

表流水だけでなく、伏流水を含めた大井川の水の恵みは、生活や産業、文化の根源であり、

財産です。大井川の水量確保・水質維持に留まらず、南アルプスの自然環境の保全に向け

て流域の住民が安心できる対策が実施されるように、県、流域市町、利水者が一丸となっ

た「オール静岡」の体制でＪＲ東海に求めています。 

 

＜住宅・防犯・公共交通・交通安全・消費生活・男女共同参画・人権＞ 

・持ち家数は県内 23 市中２番目となっています。 

・全国的な傾向と同様、市内の至るところで空き家が目立ち始めており、その利活用や撤去

方法等の柔軟なシステムが求められています。 

・東海道本線、大井川鐵道、路線バス、コミュニティバスが公共交通の役割を果たしてきま

したが、少子高齢化の進展、さらに車を所有する人が増えたことで利用者が減少していま

す。特にコミュニティバス運行に関する財政負担が非常に大きくなっており、デマンド型

交通の導入や地域による運行への転換について進めていく必要があります。 

・市内の交通事故件数（人身事故件数）は年々減少傾向にありますが、交通死亡事故は毎年

発生しているため、引き続き道路の安全対策や市民の交通安全意識の向上を図っていく必

要があります。 

・刑法犯認知件数は県内では比較的少ないほうですが、高齢者が狙われる特殊詐欺被害が毎

年発生しています。地域全体の防犯意識を高め、犯罪が発生しにくいまちづくりを推進し

ていくことが重要です。 

・多種多様な消費者被害を未然に防ぐため、自ら学び・考え・行動する消費者の育成を図り、

ライフステージ（年齢階層）に応じた消費者教育を体系的に進めていくことが必要です。 

・すべての人の人権が尊重され、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指すため、人権啓

発や相談等を行っていくことが重要です。 

 

⑤（歴史・文化がかがやく、人が集まるまちづくり） 

【当該分野に含む事項】 

○歴史・文化 ○情報発信・シティプロモーション ○移住・国際交流・多世代交流 

 

＜歴史・文化＞ 

・川越遺跡や諏訪原城跡などの有形文化財の保護のほか、笹間神楽や千葉山智満寺の鬼払い、

東光寺日吉神社の猿舞といった無形文化財も地元の人たちにより引き継がれています。こ

うした活動を通じて、市民が地元の歴史や文化について理解を深め、地元愛を醸成してい

くことが重要です。 

・文化財等の歴史文化資源を守り、後世に残していくためには、保護・保存のみならず、他

分野と連携し観光資源等として積極的に活用していくことによって、保護・保存に繋がっ

ていきます。この視点を持った活用と保護・保存のサイクルを構築することが必要です。 

・島田大祭や金谷茶まつりは歴史の側面だけでなく、文化として継承されていますが、近年

は若手の参加者が不足していることが大きな課題として捉えられています。 
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＜情報発信・シティプロモーション＞ 

・国内外のターゲットを絞りながら、お茶のＰＲをはじめとする「島田市緑茶化計画」の推

進に努めています。広報しまだやＦＭ島田のほかＳＮＳを活用するなど様々なメディアを

効果的に活用した情報発信を進めていくことが重要です。 

・「島田市緑茶化計画」を旗印としたシティプロモーションを国内外に戦略的に展開するこ

とで、本市のブランド力を高めていくことが求められています。 

 

＜移住・国際交流・多世代交流＞ 

・コロナ禍を機に、テレワークやワーケーションといった多様な働き方が推奨されています。

地方への関心が高まる中、各自治体で地方への人の流れをつくる移住・定住施策の充実が

競われています。当市に興味を持ち、行ってみたいと思う人、住んでみたいと思う人が増

えるよう積極的にＰＲしていく必要があります。 

・インターネット・ＳＮＳの普及により、誰もが自由に海外と交流する機会が増え、姉妹都

市・友好都市提携等に基づく交流活動も行政主体から市民主体の活動へと移行する傾向に

あります。こうした中、市民が海外の異文化に触れる機会の創出や次世代を担う人材の育

成などを主体とする国際交流協会の活動をバックアップしていく必要があります 

・当市では年々外国籍人口が増加しています。国籍や民族が違っていても文化的な差異を認

めあい、対等な関係を築き、地域社会の構成員となって共に暮らすことができる多文化共

生社会の実現が必要です。 

 

 

⑥（ひと・地域を支える都市基盤が充実するまちづくり） 

【当該分野に含む事項】 

○生活道路・河川・公園・上下水道等・通信 ○幹線道路 ○都市計画  

 

＜生活道路・河川・公園・上下水道等・通信＞ 

・高度成長期に整備した道路・河川・公園・上下水道などの老朽化が進行しています。道路

舗装の打替えや橋りょうの長寿命化、上下水道関連施設の耐震化など、社会資本ストック

を計画的に点検、整備していく必要があります。 

 

＜幹線道路＞ 

・国道１号４車線化や金谷御前崎連絡道路の菊川ＩＣから倉沢ＩＣまでの整備など国・県に

よる主要広域幹線道路の整備が大規模に進められています。様々な分野の交流を促し経済

活動を活発化させる広域幹線道路の整備について速やかに進むよう国や県に対して強く働

きかける必要があります。 

 

＜都市計画＞ 

・人口減少・少子超高齢化が進行する中において、今後も持続可能な暮らしやすいまちづく

りを進めていくためには、地域の拠点に市民の生活を支える都市機能（医療・福祉・商業

など）を誘導し、その周辺に居住を誘導することで人口密度を維持し市民生活の利便性を
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確保するとともに、複数の拠点間のネットワーク化を図る「コンパクト・プラス・ネット

ワーク」のまちづくりの推進が必要です。 

・新東名高速道路や富士山静岡空港などの広域交通網の強みを生かし、「ふじのくにフロン

ティア推進区域」への企業誘致を進めるほか、旧金谷中学校の跡地を活用するなど、地域

振興と賑わいの創出、交流人口の拡大に向けた取組を進める必要があります。 

 

⑦（人口減少社会に挑戦する経営改革） 

【当該分野に含む事項】 

○市民協働 ○行財政改革・人材育成・情報公開 ○広域連携 ○公共施設の保全・再編・

利活用 

 

＜市民協働＞ 

・今後のまちづくりを進めていくうえで、子育て、防災、防犯、環境美化から、総合的な地

域福祉の推進といったあらゆる分野において、市民の主体的な参画や学校、企業、行政な

ど様々な団体との協働が不可欠となります。このため、より一層、自主性・自発性・自立

性を尊重した活動の促進や、活動を担う人々の連携と協力を支援し、まちづくりを進めて

いく必要があります。 

 

＜行財政改革・人材育成・情報公開＞ 

・国・地方の財政事情は総じて厳しい状況が続いており、地方創生の推進など、柔軟で的確

な行政サービスを供給していくことが求められます。前期基本計画で打ち出した「縮充」

の考えのもと、行政経営の効率化と市民サービスの維持・向上の両立を図る必要がありま

す。 

・国は令和３年秋までにデジタル庁を新設し、デジタル化を進めることを掲げています。当

市においては令和元年 11月にデジタル変革を宣言しています。「デジタルトランスフォー

メーション」の概念とその優位性を広め、市民生活や経済活動の向上を目指すとともに、

最少の費用で最大の効果を生み出す取組を進めることが重要です。 

 

＜広域連携＞ 

・生活圏や経済圏を一つにする地方公共団体の連携により、業務の共同化や円滑化を目指す

動きが活発になっています。当市においても、人口減少・少子高齢社会にあっても一定の

人口を確保し、活力ある社会経済を維持する目的で設置した「しずおか中部連携中枢都市

圏」や志太３市の連携など、自治体間での連携体制を深化させていくことが重要です。 

 

＜公共施設の保全・再編・利活用＞ 

・高度成長期以降に整備された公共施設の老朽化が進行する中、人口減少、少子高齢化や厳

しい財政状況を踏まえつつ、公共施設の品質、保有量、管理費の適正化を計画的に進め、

ムリ・ムラ・ムダのない公共施設経営を目指す必要があります。 

 


